
久御山町告示第 102 号

久御山町職員の給与・定員管理等について、別紙のとおり公表する。

令和７年 12 月１日

久御山町長 信 貴 康 孝



給与・定員管理等の公表について

令和７年４月１日現在の久御山町職員の給与や勤務条件などのあらましをお知らせしま

す。

ここに紹介する給与は、手取り額ではなく、税金や各種保険料などを差し引く前の金額

です。

（１） ラスパイレス指数［各年４月１日現在］

ラスパイレス指数は、地方公共団体の職員構成（学歴別、経験年数別）が国と同一であ

るとしたとき、国の給料額を 100 として求められる数値です。

（２） 人件費の状況［令和６年度一般会計決算額］

人件費には、一般職に支払う給料、手当、特別職（町長、町議会議員など）及び会計年

度任用職員に支払う給料、報酬、手当のほか、共済費などの使用者に係る負担金も含まれ

ています。

年 ５ ６

指数 98.5 99.2

住民基本台帳人口

歳出総額
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千円
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％

28.9

％
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（３） 職員給与費の内訳［令和６年度一般会計決算額］

給与費は、一般職の職員の金額で共済費、退職手当組合負担金は含まれていません。

その他の手当とは、扶養・地域・通勤・住居・管理職・特殊勤務・時間外勤務等の手当

であり、職員全員には支給されない手当も含んでいます。

（４） 職員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢［令和７年４月現在］

給料とは、扶養手当などの諸手当を含まないものです。

給与とは、給料と諸手当の合計額です。

ただし、国の「平均給与」には特殊勤務手当、通勤手当及び超過勤務手当等の実費弁償

又は実績支給である給与を含んでいません。

区分 給料 期末・勤勉手当 その他の手当 計

決算額 767,276 千円 328,745 千円 200,806 千円 1,296,827 千円

割合 59.2％ 25.3％ 15.5％ 100％

一人当たり 3,488 千円 1,494 千円 913 千円 5,895 千円

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料 平均給与 平均年齢 平均給料 平均給与 平均年齢

久御山町
円

319,658

円

418,932

歳

40.4

円

334,183

円

408,352

歳

49.9

国
円

332,237

円

414,480

歳

41.9

円

294,567

円

337,907

歳

51.3



（５） 一般行政職の初任給［令和７年４月現在］

初任給は、卒業後ただちに採用された場合の給料額です。

（６） 一般行政職の経験年数別給料［令和７年４月現在］

（７） 一般行政職の級別職員数の状況［令和７年４月現在］

本町の給与条例に基づく給料表の級別・役職別の職員数です。

区分
久御山町 国

初任給 ２年経過後 初任給 ２年経過後

大学卒 220,000 円 228,900 円 本町と同じ 本町と同じ

高校卒 188,000 円 199,400 円 〃 〃

区分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年

大学卒 266,300 円 300,100 円 345,700 円

高校卒 246,200 円 266,300 円 300,100 円

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

部長 ６人 ６人

課長 １８人 １８人

課長補佐 １９人 １９人

係長・総括主査 １６人 １６人

主査・主任 １２人 １２人

主事 １７人 ２５人 ４２人

職員数計 １７人 ２５人 １２人 １６人 １９人 １８人 ６人 １１３人

構成比 15.1％ 22.1％ 10.6％ 14.2％ 16.8％ 15.9％ 5.3％ 100％



（８） 期末・勤勉手当（ボ－ナス）の支給割合［令和６年度］

（９） 退職手当の状況［令和６年４月現在］

本町の早期退職者募集制度は、勤続 20 年以上で、年齢 50 歳以上の職員を対象とする退

職制度です。

退職手当は、退職時の給料をもとに退職理由と勤続年数、基礎在職期間において職員が

属していた職務の級によって支給額を算出します。

１人当たり平均支給額は、令和６年度中に退職した職員のうち、退職手当の支給対象と

なった者の平均支給額です（平均勤続年数も同様）。

60 歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合は、「定年」に区分してい

ます。

区分
久御山町 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

６月 1.225 月分

成績率

（112.5/100

～29/100）

本町と同じ
成績率

（205/100～0）

12 月 1.275 月分

成績率

（117.5/100

～29/100）

本町と同じ
成績率

（205/100～0）

計 2.5 月分 本町と同じ

久御山町 国

（支給率） （支給率）

自己都合 早期・定年

・勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

・勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

・勤続 35 年 39.7575 月分 47.7090 月分 本町と同じ

・最高限度額 47.7090 月分 47.7090 月分

・その他の

加算措置

定年前早期退職特別措置

（定年前年数1年につき3％加算）

・１人当たり

平均実支給額
3,120 千円 23,025 千円

国は公表していません

・平均勤続年数 10.2 年 40 年



（10） 地域手当の支給状況［令和６年度一般会計決算額］

（11） 特殊勤務手当の支給状況［令和６年度一般会計決算額］

（12） 時間外勤務手当の支給状況［令和６年度一般会計決算額］

支給率 ４％

支給対象職員数 220 人

支給実績 32,762 千円

支給対象職員 1人当たりの平均支給年額 148,918 円

区分 全職種

職員全体に占める手当支給職員の割合 18.64％

支給実績 14,358 千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額 326,318 円

手当の種類 7種類

代表的な手当の名称
消防業務手当

じん芥収集作業手当

支給実績 39,816 千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額 250,415 円



（13） 扶養・住居・通勤手当の状況［令和７年４月現在］

区分 久御山町 国

扶

養

手

当

☆扶養親族である配偶者 3,000 円

本町と同じ

☆扶養親族である子 11,500 円

☆扶養親族である父母等 6,500 円

☆16 歳から 22 歳までの子 5,000 円

加算

住

居

手

当

☆借家

・家賃額に応じ

最高

28,000 円
本町と同じ

通

勤

手

当

☆片道 1㎞未満 支給なし ☆片道 2㎞未満 支給なし

☆交通機関等利用者

本町と同じ

・運賃相当額≦150,000 円 全額支給

（6ヵ月定期券で算出し、

4月と 10 月に一括支給）

☆自動車等の利用者 ☆自動車等の利用者

・2㎞未満 3,000 円 ・ 5㎞未満 2,000 円

・2㎞以上 3㎞未満 6,000 円 ・ 5㎞以上 10 ㎞未満 4,200 円

・3㎞以上 10 ㎞未満 ・10 ㎞以上 15 ㎞未満 7,100 円

1 ㎞増す毎に 600 円加算 ・15 ㎞以上 20 ㎞未満 10,000 円

・10 ㎞以上 15㎞未満 ・20 ㎞以上 25 ㎞未満 12,900 円

1 ㎞増す毎に 500 円加算 ・25 ㎞以上 30 ㎞未満 15,800 円

・15 ㎞以上 20㎞未満 ・30 ㎞以上 35 ㎞未満 18,700 円

1 ㎞増す毎に 400 円加算 ・35 ㎞以上 40 ㎞未満 21,600 円

・20 ㎞以上 25㎞未満 ・40 ㎞以上 45 ㎞未満 24,400 円

1 ㎞増す毎に 300 円加算 ・45 ㎞以上 50 ㎞未満 26,200 円

・25 ㎞以上 ・50 ㎞以上 55 ㎞未満 28,000 円

1 ㎞増す毎に 200 円加算 ・55 ㎞以上 60 ㎞未満 29,800 円

・60 ㎞以上 31,600 円



（14） 特別職の報酬等の状況［令和７年４月現在］

区分 給料月額等

給料

町長 800,000 円

副町長 670,000 円

教育長 625,000 円

報酬

議長 381,000 円

副議長 315,000 円

議員 284,000 円

期末手当

町長

副町長

教育長

６月 1.725 月分

12月 1.725 月分

計 3.45 月分

議長

副議長

議員

６月 1.725 月分

12月 1.725 月分

計 3.45 月分



（15） 部門別職員の状況

（各年４月１日現在）

職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者・派遣職員

等を含み、臨時又は非常勤職員は含まれません。

区分

部門

職員数（人） 対前年増減数（人）

令和６年 令和７年 令和６年 令和７年

一
般
行
政
部
門

議会 3 3

総務 36 37 1

税務 13 13 ▲1

民生 11 16 ▲8 5

衛生 20 20 ▲1

農林水産 6 6

商工 4 4

土木 19 19 2

小計 112 118 ▲8 6

特
別
行
政
部
門

教育 62 59 ▲3

消防 39 37 2 ▲2

小計 101 96 2 ▲5

公
営
企
業
等
会
計
部
門

水道 9 8 ▲1

下水道 4 4

国保等 10 11 4 1

小計 23 23 4 0

合計 236 237 ▲2 1



①　勤務時間の状況

　 ①１週間の勤務時間 38時間45分

②基本的な勤務時間

②　休暇の状況

①年次有給休暇

　１年に20日の年次有給休暇を付与されます。その年に取得できなかった休暇日数がある場合は、20日を限度

として翌年まで繰り越すことができます。

職員の取得状況（令和６年）

②育児休業及び部分休業

　育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進する

とともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的に「地方公務員の育児休業等に関する法律」

が制定されています。この法律により、３歳に満たない子を養育するために休業する育児休業制度と、１日の

勤務時間の一部について勤務しないことができる部分休業制度があります。

令和６年度中に新たに取得した職員数

③病気休暇

　負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、90日の

範囲内で必要と認められる期間を取得することができます。

④特別休暇

1　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 その都度必要と認められる期間

　（平成10年法律第114号）の規定に基づく交通の制限又は遮断

　により勤務が不可能となった場合

2　風水震火災、その他の非常災害により、り災し、又は交通遮 その都度必要と認められる期間

　断等不可抗力の原因により勤務不能となった場合

3　地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当す ７日以内でその都度必要と認められる期間

 る場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが

 相当であると認められる場合

 ア　職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員が

   その復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

 イ　職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な

   水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外には

   それらの確保を行うことができない場合

4　交通機関の事故等による不可抗力の場合 その都度必要と認められる期間

5　裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応 その都度必要と認められる期間

　ずる場合

6　選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する その都度必要と認められる期間

   場合

7　職員の結婚の場合 連続する7日以内　　

8　職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当で 1暦年において5日（当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊

 あると認められる場合 治療に係るものである場合にあっては、10日）以内

9　妊娠中の職員が高度の妊娠悪阻による場合 その都度必要と認められる期間

10　妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度

　又は当該職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に

　必要があると認められる場合

11　妊婦である職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場 1回につき1日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

　合

（16）　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

開始時刻 終了時刻 休憩時間

8:30 17:15 12:00～13:00

年間平均取得日数 10.8日

育児休業 ７人

部分休業 １人

事　　由 期　　間

正規の勤務時間等の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分以内。ただし、

交通機関等の関係からやむを得ないと認められる者については、1日1回

60分の範囲内とする。



12　職員の分べんの場合 出産予定日8週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）前の日から産後

8週間を経過するまでの期間

13　生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回について3日以内で必要とする期間

14　職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回各45分。ただし、通勤時間等の関係によりやむを得ないと認めら

れる者については、1日1回90分の範囲内においてやむを得ないと認めら

れる期間（男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員

暇を含む。）を承認され、又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第67

条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞ

れ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を

超えない期間）

15　職員が幼児及び児童生徒の保育又は授業を参観する場合 1月に1回参観に必要な時間

16　明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合 慣習上、最小限度必要と認められる期間

17　職員の忌引の場合 親族に応じて1～10日で必要と認められる期間

18　夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の 7月から10月の期間内に原則として連続する5日間（週休日及び

　充実を図る場合 休日を除く。）

19　配偶者が出産する場合 出産のための入院等の日から出産の日後2週間の期間内に3日間。

5日以内

　妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日以後1

　年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る

　子又は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む)

　を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相

　当であると認められる場合

21　職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に 1暦年において5日以内

　貢献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）

　を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められ

　るとき

　　　(1)　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害

　　　　　が発生した被災地又はその周辺の地域における

　　　　　生活関連物資の配布その他の被災者を支援する

　　　　　活動

　　　(2)　身体障害者療養施設、特別養護老人ホームそ

　　　　　の他の主として身体上若しくは精神上の障害が

　　　　　ある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者

　　　　　　　に対して必要な措置を講ずることを目的とする

　　　　　施設であって町長が定めるものにおける活動

　　　(3)　(1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若し

　　　　　くは精神上の障害、負傷又は疾病により常態

　　　　　として日常生活を営むのに支障がある者の介護

　　　　　その他の日常生活を支援する活動

22　9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者 1暦年において5日以内（その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31

　の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、そ 日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日以内）

　の子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、

　疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子

　の世話又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定

　による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める

　事由に伴うその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しない

　ことが相当であると認められる場合

23　職員が骨髄移植のための骨髄液の骨髄若しくは末梢血幹細 その都度必要と認められる期間

　胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を

　実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、

　子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を、骨髄移植のため骨髄若

　しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

  で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務

　しないことがやむを得ないと認められる場合

24　 日常生活を営むのに支障がある者（要介護者）の介護 1暦年において5日以内（要介護者が2人以上ある場合にあっては10日

　その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行う 以内）

　ため勤務しないことが相当であると認められる場合

　

25　その他町長が定める場合 町長が定める期間

事　　　由 期　　間

がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇（これに相当する休

20　配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間（多胎



⑤介護休暇

⑥介護時間

　職員が配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母等で、負傷、疾病又は身体上若しくは老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活

を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合、一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ通算して６月の期間内において必要と認められる期間、休暇を取得することができます。

　職員が配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母等で、負傷、疾病又は身体上若しくは老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活

を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合、一の継続する状態ごとに、連続する３年

の期間内において１日の勤務時間の一部につき、１日２時間を超えない範囲で取得することができます。



①　分限処分の状況(令和６年度）

　分限処分とは、公務の能率を維持し、適正な運用を確保するために、地方公務員法第28条に基づき行う処分

です。主に、免職、降任、休職等の処分があります。

②　懲戒処分の状況(令和６年度）

　懲戒処分とは、職員の職務義務違反に対して、公務員の勤務関係の秩序を維持するために、地方公務員法

第29条に基づき行う処分です。免職、停職、減給及び戒告の4種類があります。

　職員の服務の根本基準は、地方公務員法第30条に「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため

に勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。

　この規定に基づき、同法33条には信用失墜行為の禁止、同法35条には職務に専念する義務、同法38条には

営利企業等の従事制限を、職員に課しているほか、職員の服務規程に基づき、誠実、公正、民主的かつ能率的

に職務を遂行するよう努めています。

①　研修の実施状況(令和６年度）

　社会環境の著しい変化に対応し、能率的・効率的で充実した行政運営を目ざすため、専門的知識と幅広い

視野を兼ね備えた職員を養成します。

通信教育、自己啓発

新規採用職員研修、普通救命講習会、

管理職研修、人権啓発研修、防災研修、

職員交通安全講習会ほか

新規採用職員研修、若手職員研修、中堅職員研修、

課長研修、エクセル研修（基礎・応用）、

全国市町村国際文化研究所、早稲田大学人材マネジメント部会ほか

①　職員の健康管理・職場環境の状況

　職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するため、「労働安全衛生法」をはじめとする法令

等に基づき、安全衛生を管理するための体制や作業環境の整備、健康診断などを実施しています。

②　公務災害の状況(令和６年度）

（17）職員の分限及び懲戒処分の状況

病気を理由とする休職 ７人

懲戒処分の状況 ０人

（18）職員の服務の状況

（19）職員の研修の状況

区　分 研修名・派遣先等 受講者数

自主研修 ３人

集合研修 794人

派遣研修 92人

（20）職員の福祉及び利益の保護の状況

内訳

公務災害 通勤災害

営利企業等従事許可の状況
（令和６年度中新規許可延べ人数）

４人

認定件数

２件 ２件 ０件



③　共済組合事業等の状況

　地方公共団体は、地方公務員法第42条により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが義務付けら

れており、一般財団法人京都府市町村職員厚生会と久御山町職員互助会において福利厚生事業を行っています。

町職員互助会は、年会費3,600円（町補助3,600円）で会員相互の親睦事業を実施しています。

①　公平委員会の概要

　公平委員会は、地方公務員法第7条第3項の規定により設置されており、その権限は同法第8条第2項におい

て次のように定められています。

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置を審査・判定し、必要な措置を執ること。

・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。

②　公平委員会の業務の状況（令和６年度）

勤務条件に関する措置の要求の状況

不利益処分に関する審査請求の状況

　　

　本町の人事評価は人材育成を目的とし、評価結果で明らかになった点を職員が自覚し、今後の自己啓発や

研鑽に活用しています。

　また、地方公務員法第23条の規定により、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎資料として

処遇に反映することで、職員のやりがいやモチベーションを高めるため活用しています。

（21）公平委員会の状況

業　務　の　内　容

0件

0件

（22）職員の人事評価の状況


